
大阪市電子調達システムを刷新します

大阪市電子調達システム（以下「現行システム」）を刷新し、令和8年7月より
『調達・契約システム』 （以下「新システム」）のサービスを開始します。
新システムのサービスは、令和8年7月以降に公開する案件から取扱いを開始し、
資格審査から入札、契約、検査・請求までのプロセスをワンストップでデジタル処理が可能
となります。
今回は、現行システムから新システムに移行するにあたり、利用環境が変わるため、この点
について、お知らせさせていただきます。

新システムではGビズIDを利用します
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未ログイン 〇 × 〇 × × × 〇 × 〇 × ×

ログイン 〇 〇 〇 〇 〇 〇※１ 〇 〇※２ 〇 〇※２ 〇

※１メンバーが電子入札を行う場合、代理人の設定が必要

※２契約締結者の名義が設定されたGビズIDでログインすることが必要

GビズIDの種類

利用者 新システムの利用アカウント

プライム（必須） 法人代表者・個人事業主 利用可

メンバー（任意） 従業員 利用可

エントリー 誰でも 利用不可

新システムで公開している情報について、一般的に公開される入札情報等はどなたでも閲覧
できます。
案件の詳細情報や設計図書の閲覧等は、プライムまたはメンバーアカウントでログインする
ことで可能となります。
また、メンバーアカウントであってもプライムアカウントから代理人の設定を新システム側
の登録において手続きすることで、電子入札が可能となります。

GビズIDの種類（利用できるアカウント）

ログイン後にできること

ICカードを不要とし利用者の負担軽減を図ります

「現行システム」では電子入札する際等に必要な電子署名を
ICカードを利用して行っていましたが、「新システム」では、
国が整備するGビズIDを利用し利用者認証、電子入札や電子
契約時の電子署名を行うことができることとなります。
GビズIDは国に申請することで無料で発行できるアカウント
です。

GビズIDは、デジタル庁発行の事業者向け
IDで、すべての事業者を対象とした共通認
証システムです。
アカウントを作成すると、複数の行政サー
ビスにログインでき業務上の電子届出や申
請に使用できます。

詳細は下記リンク先から確認ください。

デジタル庁｜GビズID（法人・個人事業主向けア
カウント）の概要

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/


現行システムは、令和８年６月30日までに公告を行った案件等について、現行システムが終了
する令和８年９月30日までに電子入札を行うため、ICカードについては、必要に応じて利用更
新手続きをお願いいたします。

現在利用しているICカードの取扱いについて

10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月

現行システム（ICカード利用）

新システム（GビズID利用）

令和８年６月30日までに公告した案件まで利用

令和８年７月１日以降に公告する案
件から利用

令和７年度 令和８年度

令和８年７月に現行システムで公開している入札参加有資格者名簿情報を新システムに引き継ぎます。
引き継ぎにあたっては、大阪府及び大阪市への入札参加資格審査申請を改めて行う必要はありません。
引き継ぎ後は、新システム側で有資格者名簿の情報を更新していきます。

有資格者名簿の取扱いについて
有資格者名簿は新システムに引き継ぎます

入札参加資格審査申請（随時）の運用を変更します（月１回→月２回）

運用のイメージ
X月 Y月 Z月

第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週

現行

新
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受付期間

受付期間

受付期間

受付期間

受付期間

受付期間

受付期間

が承認日

工事、物品・委託、コンサル名簿ごとに承認番号を付番しておりましたが、新システムにおいては、１事
業者、１承認番号として管理するため、承認番号を１本化します。
新承認番号は、現在利用している承認番号（６桁）の頭に１を追加した７桁の番号とします。
なお、工事、物品・委託の名簿登録者や物品・委託、コンサルの名簿登録者については、以下のとおり整
理させていただきます。

承認番号が変わります

012345 1012345

工事
２２２２２２

物品・業務委託
444444

コンサル
777777

2999999 ２から始まる７桁の承認番号を付番

現在の承認番号の頭に1を付番し
７桁の承認番号に変更

下記優先順位に基づき、承認番号を統一
優先順位（工事→物品・業務委託→コンサル）

※名簿の統一は行いません

新システムで
新たに名簿登録を行う業者

現行システムで
名簿に登録されている業者

現行システムで
複数名簿に登録されている業者

物品・業務委託
５５５５５５

A社 A社

B社

B社

C社

C社

工事

1２２２２２２
物品・業務委託

1２２２２２２

B社

B社

物品・業務委託

1555555
C社

C社 コンサル

1555555

現在の随時申請は月次での受付としておりましたが、令和８年７月以降、２週間ごとの申請受付に変更
いたします。手続きの方法等の詳細については改めてお知らせいたします。

db0004@city.osaka.lg.jp

06-6484-7063

第１報及び詳細は大阪市ホームページよりご確認ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000646078.html

大阪市契約管財局制度課（契約制度グループ）

〒541-0053 大阪市中央区本町１-４-５ 大阪産業創造館９階

令和７年10月発行
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